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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第29期
第３四半期
連結累計期間

第30期
第３四半期
連結累計期間

第29期

会計期間

自  平成22年
    ７月１日
至  平成23年
    ３月31日

自  平成23年
    ７月１日
至  平成24年
    ３月31日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成23年
    ６月30日

売上高 (千円) 357,924 710,210 427,993

経常損失 (千円) 189,985 123,603 278,232

四半期(当期)純損失 (千円) 379,483 60,087 544,032

四半期包括利益又は包括利
益

(千円) △379,676△60,087△ 545,802

純資産額 (千円) 100,143△67,388△ 65,981

総資産額 (千円) 558,506 341,314 747,765

１株当たり四半期(当期)純
損失金額

(円) 5,585.24 719.91 7,809.47

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 17.4 △19.7 △ 9.0

　

回次
第29期
第３四半期
連結会計期間

第30期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自  平成23年
    １月１日
至  平成23年
    ３月31日

自  平成24年
    １月１日
至  平成24年
    ３月31日

１株当たり四半期純利益金
額又は四半期純損失金額
(△)

(円) △1,127.34 445.18

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

   ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第29期、第29期第３四半期連結累計期間及び第30期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半

期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

４　第29期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及適用しております。　
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の連結子会社であった㈱

Thanks Lab.は、保有株式全てを譲渡したため、連結の範囲から除外されております。また、連結子会社であ

る㈱GWソリューションは収益拡大を見込んでいた㈱コズミックとの業務提携契約を解消いたしました。こ

れに伴い、メディア・コンテンツ事業を休止することといたしました。

　この結果、当社グループは、メーカー事業及びM&A投資アドバイザリー事業の２つのセグメント情報の区分

に関係する事業を営むこととなりました。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　なお、当企業グループは、前連結会計年度に290百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結累計期間に

おいても172百万円の営業損失を計上しております。また、前連結会計年度に65百万円の債務超過となって

おり、当第３四半期連結会計期間末においても67百万円の債務超過となっております。当該状況により、継

続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

　
２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。

１. 提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成23年７月１日から平成24年３月31日まで）におけるわが国経済は、平

成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響もあり、先行き不透明な経済状況は、変わり無いものとなっ

ております。また、欧米での景気停滞懸念などもあり、急激な円高、株安や雇用・所得情勢の厳しさも相まっ

て、雇用・所得環境も幾分和らいだものの厳しく、個人消費も駆け込み需要の反動によって弱まる等、景気

は足踏み状態にあります。 

　このような中、当企業グループは、前連結会計年度に引続き、投資先企業の各事業活動の精査を行い、経営

資源の選択集中を行いました。前連結会計年度中に連結子会社化した㈱SPCが行っている自動車関連部品の

製造などのメーカー事業の強化を図りました。

　このような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は710百万円（前年同期比98.4％増）、営業損失は

172百万円(前年同期比23百万円減)、経常損失は123百万円（前年同期比66百万円減）、四半期純損失60百万

円（前年同期比319百万円減）となりました。

　セグメントの業績は以下のとおりであります。

①メディア・コンテンツ事業 

　当第３四半期連結累計期間においては、㈱Thanks Lab.及び㈱GWソリューションが当該セグメントに区分

されております。㈱Thanks Lab.は映画・舞台・TV等の制作、配給、宣伝などを行っており、㈱GWソリュー

ションは、スマートフォンやタブレット型コンピュータのソリューション営業からアプリケーション開発

・運営しておりましたが、収益拡大を見込んでいた㈱GWソリューションと㈱コズミックの業務提携解消及

び㈱Thanks Lab.の全株式の譲渡に伴い、メディア・コンテンツ事業は休止いたしました。その結果、当第３

四半期連結累計期間では、売上高は141百万円（前年同期比43百万円増）、営業損失は30百万円（前年同期

比10百万円減）となりました。

②メーカー事業 

　当第３四半期連結累計期間においては、㈱SPCが当該セグメントに区分されており、自動車関連部品などを

受注・生産・販売をしております。その結果、当第３四半期連結累計期間では、売上高は568百万円（前年同

期比317百万円増）、営業損失は44百万円（前年同期比34百万円減）となりました。

③M&A・投資アドバイザリー事業

　当第３四半期連結累計期間においては、当社とともに㈱GWインベストメントがM&A・投資アドバイザリー

事業を実施しております。その結果、当第３四半期連結累計期間では売上高０百万円（前年同期比８百万円

減）、営業損失は54百万円（前年同期比15百万円増）となりました。
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(2) 事業上及び財政上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はございません。

　
(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間において研究開発費の計上はございません。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はございませ

ん。

　
２. 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改

善するための対応策

当企業グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、当該状

況を解消し又は改善すべくコスト削減を継続し、既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤

退と収益性の高い事業への進出を図ってまいります。 

　既存事業につきましては、前連結会計年度に連結子会社とした㈱SPCが行っている自動車関連部品の製造

などのメーカー事業のより一層の強化を図ります。 

　また、前連結会計年度に連結子会社化した㈱GWインベストメントは、M&A・投資アドバイザリー事業を強化

していくこととなりました。M&A・投資アドバイザリー事業につきましては、有力なM&Aや投資先の案件情報

の集約を行い、対象企業に対して経営アドバイスや各種コンサルティングを行うことにより、クライアント

の企業価値を高め、さらなるM&Aや投資案件の発掘につなげることにより、高い収益獲得を目指してまいり

ます。 　

　資金調達につきましては、当社は平成23年11月３日付で第三者割当による新株式の発行（デット・エクイ

ティ・スワップ）を行いました。その結果、前連結会計年度の債務超過を一部解消いたしました。しかし、債

務超過の解消には至っておりません。そのため、当面の事業資金及び運転資金を借入により調達しておりま

す。加えて、今後につきましては、第三者割当増資を実施することにより、安定した事業資金と運転資金を確

保し、資本の増強を図ってまいります。 

　しかしながら、上記の対応は既存事業の業績や資金調達の状況等により変動する可能性があります。その

ため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000

計 300,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 90,903 90,903
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（グロース）

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら制限のない当社におけ
る標準となる株式であります。
なお、単元株制度の採用はあり
ません。

計 90,903 90,903 ― ―

(注) 　　発行済株式のうち、14,527株は、現物出資（借入金の株式化　59,996千円）によって発行されたものであります。

　
(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年３月31日 ― 90,903 ― 1,392,983 ― 171,630

　

(6) 【大株主の状況】

　　 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　 982

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　89,921 89,921 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 90,903 ― ―

総株主の議決権 ― 89,921 ―

　
② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ゲートウェイ

東京都港区西新橋
３丁目６番10号

982 ― 982 1.1

計 ― 982 ― 982 1.1
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２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1)　新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式

数

(株)

就任年月
日

一時監査役
(非常勤)
(注)1

― 馬場　弘人 昭和21年８月13日生

昭和45年４月 株式会社日本航空　入社

以後、ドイツハンブルク、デュッ

セルドルフ、東京、鹿児島、福岡に

赴任

(注)2 ―
平成23年
11月24日

平成11年４月 株式会社JALカード出向　同社常

務取締役就任

平成13年３月 株式会社日本航空ホノルル支店

支店長就任、以後、株式会社JALプ

ランニング及びJALホテルズなど

へ転籍

平成19年9月 NPOハワイシニアライフ協会日本

支部代表就任（現任）

平成22年9月 当社常勤監査役就任

平成23年9月 当社常勤監査役辞任

(注)1. 　平成23年11月２日に非常勤監査役辻高史氏が辞任し、会社法第335条第３項による法定員数を欠いたため、東京

地方裁判所に会社法第346条第２項に定める一時監査役の選任の申立てを行ったところ、平成23年11月24日付

で同裁判所より、一時監査役として馬場弘人氏を選任した旨の決定通知を受け、一時監査役として馬場弘人氏

が就任しました。

    2. 　東京地方裁判所の決定に基づき一時監査役の任期は、平成24年５月18日開催予定の当社臨時株主総会において

後任監査役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は平成24年５月18日開催予定の当社臨時株主総会

において監査役候補者として、馬場弘人氏を推薦する予定であります。

　

(2)　退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

監査役 社外監査役 辻　高史 平成23年11月２日
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年１月１日

から平成24年３月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年７月１日から平成24年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、東京中央監査法人による四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

株式会社ゲートウェイ(E02339)

四半期報告書

 9/23



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 39,305 42,622

受取手形及び売掛金 87,161 40,505

商品及び製品 12,097 10,203

仕掛品 322,209 19,082

原材料及び貯蔵品 8,577 10,524

短期貸付金 45,300 30,208

未収入金 62,233 42,993

その他 47,724 18,206

貸倒引当金 △112,929 △72,216

流動資産合計 511,680 142,130

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 280,483 280,483

減価償却累計額 △232,507 △241,406

建物及び構築物（純額） 47,976 39,077

機械装置及び運搬具 47,956 50,368

減価償却累計額 △40,417 △42,757

機械装置及び運搬具（純額） 7,539 7,611

工具、器具及び備品 27,524 27,524

減価償却累計額 △26,165 △26,538

工具、器具及び備品（純額） 1,359 986

土地 113,393 113,393

有形固定資産合計 170,267 161,068

無形固定資産

その他 18,332 0

無形固定資産合計 18,332 0

投資その他の資産

投資有価証券 10,000 10,000

長期貸付金 88,216 60,323

長期未収入金 17,163 17,163

その他 17,490 8,121

貸倒引当金 △85,384 △57,492

投資その他の資産合計 47,485 38,116

固定資産合計 236,085 199,184

資産合計 747,765 341,314

EDINET提出書類

株式会社ゲートウェイ(E02339)

四半期報告書

10/23



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 265,808 2,162

短期借入金 147,144 231,306

1年内返済予定の長期借入金 22,374 95,800

未払金 94,294 35,956

未払法人税等 8,651 11,034

前受金 136,468 －

その他 20,068 23,111

流動負債合計 694,811 399,371

固定負債

長期借入金 111,956 －

退職給付引当金 6,979 9,331

固定負債合計 118,936 9,331

負債合計 813,747 408,703

純資産の部

株主資本

資本金 1,362,985 1,392,983

資本剰余金 489,528 519,527

利益剰余金 △1,900,010 △1,960,097

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 △67,297 △67,388

新株予約権 1,316 －

純資産合計 △65,981 △67,388

負債純資産合計 747,765 341,314
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
　至 平成24年３月31日)

売上高 357,924 710,210

売上原価 349,069 671,178

売上総利益 8,854 39,031

販売費及び一般管理費 204,219 211,109

営業損失（△） △195,365 △172,077

営業外収益

受取利息 955 1,705

受取手数料 200 －

物品売却益 11,264 8,079

助成金収入 － 3,037

貸倒引当金戻入額 － 26,031

その他 6,253 18,485

営業外収益合計 18,673 57,339

営業外費用

支払利息 3,336 7,237

支払手数料 9,041 －

その他 915 1,627

営業外費用合計 13,294 8,864

経常損失（△） △189,985 △123,603

特別利益

投資育成有価証券売却益 9,259 －

固定資産売却益 3,200 928

子会社株式売却益 － 70,946

償却債権取立益 4,700 －

新株予約権戻入益 － 1,316

債務免除益 － 38,506

その他 816 －

特別利益合計 17,976 111,698

特別損失

固定資産除却損 789 3,500

投資有価証券売却損 553 －

支払補償金 － 43,000

貸倒引当金繰入額 85,557 －

事業撤退損 30,000 －

債権放棄損失 12,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,835 －

減損損失 68,126 －

長期前払費用償却 5,639 －

その他 261 －

特別損失合計 205,763 46,500
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
　至 平成24年３月31日)

税金等調整前四半期純損失（△） △377,772 △58,405

法人税、住民税及び事業税 1,802 1,682

法人税等合計 1,802 1,682

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △379,575 △60,087

少数株主損失（△） △91 －

四半期純損失（△） △379,483 △60,087
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △379,575 △60,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △101 －

その他の包括利益合計 △101 －

四半期包括利益 △379,676 △60,087

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △379,676 △60,087

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結累計期間(自　平成23年７月１日　至　平成24年３月31日)

当社グループは、前連結会計年度に290百万円の営業損失を計上し、当第３四半期連結累計期間においても172百

万円の営業損失を計上しております。また、前連結会計年度に65百万円の債務超過となっており、当第３四半期連

結会計期間末においても67百万円の債務超過となっております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しております。当社グループは、当該状況を解消し又は改善すべくコスト削減

を継続し、既存事業の収支改善を図るとともに、不採算事業からの撤退と収益性の高い事業への進出を図ってまい

ります。 

　既存事業につきましては、前連結会計期間に連結子会社とした㈱SPCが行っている自動車関連部品の製造などの

メーカー事業のより一層の強化を図ります。 

　また、前連結会計年度に連結子会社化した㈱GWインベストメントは、M&A・投資アドバイザリー事業を強化してい

くこととなりました。M&A・投資アドバイザリー事業につきましては、有力なM&Aや投資先の案件情報の集約を行

い、対象企業に対して経営アドバイスや各種コンサルティングを行うことにより、クライアントの企業価値を高

め、さらなるM&Aや投資案件の発掘につなげることにより、高い収益獲得を目指してまいります。 　

　資金調達につきましては、当社は平成23年11月３日付で第三者割当による新株式の発行（デット・エクイティ・

スワップ）を行いました。その結果、前連結会計年度の債務超過を一部解消いたしました。しかし、債務超過の解消

には至っておりません。そのため、当面の事業資金及び運転資金を借入により調達しております。加えて、今後につ

きましては、第三者割当増資を実施することにより、安定した事業資金と運転資金を確保し、資本の増強を図って

まいります。 

　しかしながら、上記の対応は既存事業の業績や資金調達の状況等により変動する可能性があります。そのため、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　当第３四半期連結会計期間において株式を売却したため、㈱Thanks Lab.を連結の範囲から除外しており

ます。

　

【会計方針の変更等】

　　該当事項はありません。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日)

税金費用の計算
　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利
益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日)

　「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用
　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

　１　保証債務

保証先 保証債務金額

合同会社AIB 24,000千円

　主に金融機関からの借入金に対する保証及び既存借入
先からの紹介による保証であります。
 
　２　手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 29,300千円

受取手形裏書譲渡高 700千円

 
　３　　　　　　　　　　―
 
 

　１　保証債務

―

　 　
　 　

 

　２　手形割引高及び裏書譲渡高　

受取手形割引高 28,300千円

受取手形裏書譲渡高 11,000千円

 

　３　四半期連結会計期間末日の満期手形については、手

形交換日をもって決済処理しております。なお、第３

四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であった

ため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半

期連結会計期間末残高に含まれております。

受取手形割引高 3,000千円

受取手形裏書譲渡高 5,700千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びの

れんの償却額は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日)

減価償却費 11,093千円 12,140千円

のれん償却額 1,521千円 90千円

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年７月１日　至　平成23年３月31日）

株主資本の著しい変動

　当社は、当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の一部行使による払込を下記の内容にて受け

ております。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が1,362,985千円、資本準備金が

141,632千円になっております。

種類 権利行使日 資本金（千円） 資本準備金（千円）

新株予約権 平成22年７月12日 6,240 6,240

新株予約権 平成22年７月15日 6,240 6,240

新株予約権 平成22年11月30日 49,920 49,920

新株予約権 平成22年12月８日 12,480 12,480

新株予約権 平成22年12月22日 16,224 16,224

新株予約権 平成23年１月21日 4,368 4,368

合　計 95,472 95,472

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年７月１日　至　平成24年３月31日）

株主資本の著しい変動

　平成23年11月３日付で発行した、第三者割当による新株式発行（デット・エクイティ・スワップ）によ

り、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ29,998千円増加し、当第３四半

期連結会計期間末において資本金が1,392,983千円、資本剰余金が519,527千円になっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

メディア
・コンテ
ンツ

メーカー
M&A・投資
アドバイ
ザリー

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 98,219250,9238,780357,924― 357,924― 357,924

  セグメント間の内部売
上高又は振替高

― 1,1256,2827,407 ― 7,407△7,407 ―

計 98,219252,04815,062365,331― 365,331△7,407357,924

セグメント損失（△） △41,292△78,281△38,839△158,413△109△158,523△36,841△195,365

(注) 1. 「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旧「精密機器及び装置事業」「光計測

装置事業」等を含んでおります。

2. セグメント損失の調整額△36,841千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用△36,861千

円及びセグメント間取引消去20千円であります。

3. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産にかかる重要な減損損失)

「メディア・コンテンツ」及び「M&A・投資アドバイザリー」において、現在の事業環境及び今後の見

通しを勘案し、固定資産の回収可能性を検討した結果、それぞれ26,588千円及び41,537千円の減損損失を

計上しております。

(のれんの金額の重要な変動)

当第３四半期連結累計期間における「メディア・コンテンツ」において、㈱Thanks Lab.の株式を取得

し、連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間にお

いては、41,686千円ですが、上記のとおり、減損損失26,588千円、のれん償却額909千円を計上した結果、残

高14,188千円となっております。

　当第３四半期連結累計期間における「M&A・投資アドバイザリー」において、㈱GWインベストメントの

株式を取得し、連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累

計期間においては、41,537千円ですが、上記のとおり、減損損失を計上した結果、のれん残高はありませ

ん。
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年７月１日  至  平成24年３月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２

メディア・
コンテンツ

メーカー
M＆A・投資
アドバイザ
リー

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 141,909568,150 150 710,210 ― 710,210

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,000 ― ― 1,000△1,000 ―

計 142,909568,150 150 711,210△1,000710,210

セグメント損失(△) △30,339△44,000△54,272△128,613△43,464△172,077

(注) 1. セグメント損失の調整額△43,464千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用△43,464円

であります。

2. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日）

事業分離

（子会社株式の譲渡）

１．事業分離の内容

(1) 子会社及び売却先企業の名称

子会社：㈱Thanks Lab.

売却先企業：GMHoldings㈱

(2)  分離した事業の内容

映画・舞台・テレビ番組及びWEBなどのコンテンツ制作、配給、宣伝

(3)  事業分離を行った主な理由

当社は㈱Thanks Lab.を平成22年11月30日付にてGMHoldings㈱より株式を取得し、連結子会社としまし

たが、GMHoldings㈱より株式譲渡代金の未払いに対し損害賠償請求の提起を受けておりました。当社の資

金状況及びGMHoldings㈱の和解条件を検討し、GMHoldings㈱へ株式譲渡代金を支払うのは難しく㈱

Thanks Lab.株式の譲渡を含む和解条件にて合意することといたしました。

(4)  事業分離日

平成24年２月29日
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(5)  法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

法的形式：株式譲渡契約

㈱Thanks Lab.株式の譲渡株式数：324株

㈱GWインベストメントが保有する㈱JCF株式の譲渡株式数：1,999株

貸付債権の譲渡：㈱Thanks Lab.に対する貸付債権6,000千円

資金の支払：1,500千円

　

２．実施した会計処理の概要

(1)  移転損益の金額

70,946千円

(2)  移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 62,560千円

固定資産 25,998千円

資産合計 88,558千円

流動負債 138,693千円

固定負債 27,812千円

負債合計 166,505千円

(3)  会計処理

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に

基づき、当第３四半期連結累計期間において、子会社株式売却益を特別利益として計上しております。

　

３．分離した事業が含まれていた報告セグメント

メディア・コンテンツ事業

　

４． 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算

額

　 累計期間

売上高 141,709千円

営業損失 2,397千円
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成23年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年７月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額 5,582円24銭 719円91銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額(千円) 379,483 60,087

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 379,483 60,087

普通株式の期中平均株式数(株) 67,944 83,465

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりませ

ん。

　

２ 【その他】

　該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

株式会社ゲートウェイ(E02339)

四半期報告書

21/23



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ゲートウェイ(E02339)

四半期報告書

22/23



独立監査人の四半期レビュー報告書
平成24年５月14日

株式会社ゲートウェイ
取締役会  御中

東京中央監査法人
　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　上野　宜春　　印

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　森　伸元　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゲートウェ

イの平成23年7月1日から平成24年6月30日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成24年1月1日から平成24年3

月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成23年7月1日から平成24年3月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゲートウェイ及び連結子会社の平成24年3月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　
強調事項

継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度に290百万円の営業損失を計上し、当第3

四半期連結累計期間においても172百万円の営業損失を計上している。また、前連結会計年度に65百万円の債務超過となっ

ており、当第3四半期連結会計期間末においても67百万円の債務超過となっている。当該状況により、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。な

お、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されてい

ない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　
その他の事項

会社の平成23年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る

四半期連結財務諸表は、前任監査人によって四半期レビューが実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に

対して平成23年5月16日付けで無限定の結論を表明している。

　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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